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大磯町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

○概要 

 本町では、近年、国内で発生した災害により、甚大な被害を受けた被災自治体の業

務を支援するため、職員を派遣してきた実績があります。 

令和６年１月１日に発生した能登半島地震でも消防職員 21 人、事務職員４人の計

25人の職員が被災地に赴き、支援業務に従事しました。 

 一方で、危険を伴う被災地での支援活動に従事する職員に対し、当該業務に係る特

殊勤務手当は設けていませんでした。 

本町としましては、今後、県外で発生した大規模災害の被災地において、支援業務

に従事する職員に特殊勤務手当として「災害復旧等従事手当」を支給するため、規定

の改正を行います。 

 

○改正内容 

特殊勤務手当の種類に災害復旧等従事手当を新たに追加し、この支給に係る規定を

整備します。 

 

(1) 支給要件 

  異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した県外の被災自治

体において行う災害対応に係る業務に従事したとき。 

 

 (2) 支給金額 

 日額 3,480円 

 

○施行日 

 公布の日 

 

○適用日 

 令和６年４月１日（遡及適用） 

※ 令和６年度以降の被災地派遣に係る勤務から適用とします。 

 

○今後のスケジュール 

 ・令和６年４月 25日 総務建設常任委員会協議会で説明 

 ・令和６年６月 ４日 ６月議会定例会で議案を提出予定 
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特殊勤務手当等の支給額について 

 

 災害応急作業等手当（日数） 雑費等 合計 

案１ 
1,080円 

【国の基準 ※１】 

 1,080円 

案２ 
1,080円 

【国の基準 ※１】 

2,400円 

【神奈川県の支給額 ※２】 

3,480円 

案３ 
2,300円 

【県内自治体の最高額（大和市） ※３】 

3,000円 

【大和市の支給額 ※３】 

5,300円 

 

【参考】 

※１ 人事院規則 9-30（特殊勤務手当）より 

   ・令和６年２月の改正により、作業内容を問わず一律 1,080円が適用される 

よう改正されました。 

 

※２ 神奈川県が被災地支援に職員派遣した場合の雑費等として 

   ・食事料として、支給されます。 

 

※３ 給与実態調査結果等より 

   ・災害出動に係る手当を設けている県内の市町村のうち、最高額は、大和市の 

2,300円/日となっています。なお、大和市では宿泊を伴う場合に雑費として 

1,000円/日、食事料として 2,000円/日（支給条件あり）が支給されます。 
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 参考 


